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津市告示第７１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸    

 

１ 名称 

  殿舟団地自治会連合会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、「清潔で美しいまちづくり」「助け合い（連帯）のまちづくり」

「安心・安全なまちづくり」を基本方針とし、その実現に向け、以下に掲げ

るような地域的な共同活動を行うとともに、共用施設を適切に維持管理し良

好な居住環境を整備することにより、良好な地域社会の維持及び形成に資す

ることを目的とする。 

 ⑴ 会員相互の親睦に関すること 

 ⑵ 住民相互の連絡、広報に関すること 

 ⑶ 環境美化運動の推進に関すること 

 ⑷ 子どもの健全育成、高齢者福祉等の推進に関すること 

 ⑸ 共用施設の維持管理に関すること 

 ⑹ 自主防災活動の支援に関すること 

 ⑺ 関係諸団体への協力に関すること 

 ⑻ その他、目的達成に必要なこと 

３ 区域 

  本会の区域は、津市小舟５６６番地１６から５６６番地２４３まで、６２

９番地３から６２９番地８１まで、７２０番地１１から７２０番地１８９ま

で、８７５番地３から８７５番地１１まで、９０４番地５から９０４番地１

３１まで、１０８１番地９から１０８１番地８３まで、殿村９０４番地１２

１から９０４番地１３２まで、９５１番地２及び１０８１番地８５から１０

８１番地９１までの区域とする。 

４ 主たる事務所 

三重県津市小舟１０８１番地８３ 

５ 代表者の氏名及び住所 



６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

 無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の事由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号、第５号及

び第６号の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。 

９ 認可年月日 

  令和８年４月１日 



津市告示第７２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第４１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和８年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

大里野田町自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年３月１５日の定期総会において選任

され、令和８年４月１日に就任することになったため。 

 

 



津市告示第７３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第２７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和８年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

コモンヒルズ西が丘自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更年月日 

  令和８年４月１日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和８年２

月９日の定期総会において承認されたため。 

 

 



津市告示第７４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年津市告示第４６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和８年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

津グリーンビレッヂ雲出自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年３月２２日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第７５号 

令和８年度分国民健康保険料について、津市国民健康保険条例（平成１８年

津市条例第１３４号）第１２条第１項、第１６条の５第１項、第２０条第１項

及び第２２条の４第１項の保険料率、第２５条第１項各号並びに同条第３項及

び同条第４項において準用する同条第１項各号並びに同条第５項各号に定める

額、第２５条の３第１項並びに同条第３項及び第４項において準用する同条第

１項に定める額、第２５条の３第５項並びに同条第７項及び同条第８項におい

て準用する同条第５項に定める額並びに第２５条の５第１項に定める額を次の

とおり決定したので、同条例第１２条第３項（第２５条第２項、第２５条の３

第２項若しくは第６項において準用する場合を含む。）、第１６条の５第３項

（第２５条第３項、第２５条の３第３項若しくは第７項において準用する場合

を含む。）、第２０条第３項（第２５条第４項において準用する場合を含む。）

及び第２２条の４第３項（第２５条第６項、第２５条の３第４項若しくは第８

項及び第２５条の５第２項において準用する場合を含む。）の規定により告示

する。 

  令和８年４月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の８．０ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき ２９，１００円 

 ⑶ 世帯別平等割 

  ア 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ２１，６００円 

  イ 特定世帯 １０，８００円 

  ウ 特定継続世帯 １６，２００円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の２．９ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき １０，５００円 

 ⑶ 世帯別平等割 

  ア 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ７，６００円 

  イ 特定世帯 ３，８００円 

  ウ 特定継続世帯 ５，７００円 



３ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の２．９ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき １２，５００円 

 ⑶ 世帯別平等割 １世帯につき ６，０００円 

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の０．２６ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき １，１０２円 

 ⑶ １８歳以上被保険者均等割 

 １８歳以上被保険者１人につき ８９円 

⑷ 世帯別平等割 

  ア 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ７２７円 

  イ 特定世帯 ３６４円 

  ウ 特定継続世帯 ５４６円 

５ 基礎賦課額の減額 

 ⑴ 条例第２５条第１項第１号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２０，３７０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １５，１２０円 

   (イ) 特定世帯 ７，５６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 １１，３４０円 

 ⑵ 条例第２５条第１項第２号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき １４，５５０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １０，８００円 

   (イ) 特定世帯 ５，４００円 

   (ウ) 特定継続世帯 ８，１００円 

 ⑶ 条例第２５条第１項第３号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ５，８２０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ４，３２０円 

   (イ) 特定世帯 ２，１６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３，２４０円 

６ 基礎賦課額の減額賦課 



 ⑴ 条例第２５条の３第１項に規定する賦課額 

   被保険者均等割 未就学児１人につき １４，５５０円 

 ⑵ 条例第２５条の３第５項に規定する保険料の賦課額 

  ア 被保険者均等割 条例第２５条第１項第１号に規定する世帯における

未就学児１人につき ４，３６５円 

  イ 被保険者均等割 条例第２５条第１項第２号に規定する世帯における

未就学児１人につき ７，２７５円 

  ウ 被保険者均等割 条例第２５条第１項第３号に規定する世帯における

未就学児１人につき １１，６４０円 

７ 後期高齢者支援分賦課額の減額 

 ⑴ 条例第２５条第１項第１号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ７，３５０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ５，３２０円 

   (イ) 特定世帯 ２，６６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３，９９０円 

 ⑵ 条例第２５条第１項第２号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ５，２５０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ３，８００円 

   (イ) 特定世帯 １，９００円 

   (ウ) 特定継続世帯 ２，８５０円 

 ⑶ 条例第２５条第１項第３号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２，１００円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １，５２０円 

   (イ) 特定世帯 ７６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 １，１４０円 

８ 後期高齢者支援分賦課額の減額賦課 

 ⑴ 条例第２５条の３第１項に規定する賦課額 

   被保険者均等割 未就学児１人につき ５，２５０円 

 ⑵ 条例第２５条の３第５項に規定する賦課額 

  ア 被保険者均等割 条例第２５条第１項第１号に規定する世帯における



未就学児１人につき １，５７５円 

  イ 被保険者均等割 条例第２５条第１項第２号に規定する世帯における

未就学児１人につき ２，６２５円 

  ウ 被保険者均等割 条例第２５条第１項第３号に規定する世帯における

未就学児１人につき ４，２００円 

９ 介護納付金賦課額の減額 

 ⑴ 条例第２５条第１項第１号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ８，７５０円 

  イ 世帯別平等割 ４，２００円 

 ⑵ 条例第２５条第１項第２号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ６，２５０円 

  イ 世帯別平等割 ３，０００円 

 ⑶ 条例第２５条第１項第３号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２，５００円 

  イ 世帯別平等割 １，２００円 

１０ 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額 

⑴ 条例第２５条第５項第１号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ７７２円 

  イ １８歳以上被保険者均等割 

    １８歳以上被保険者１人につき ６３円 

ウ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ５０９円 

   (イ) 特定世帯 ２５５円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３８３円 

 ⑵ 条例第２５条第５項第２号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ５５１円 

  イ １８歳以上被保険者均等割 

    １８歳以上被保険者１人につき ４５円 

ウ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ３６４円 

   (イ) 特定世帯 １８２円 

   (ウ) 特定継続世帯 ２７３円 

⑶ 条例第２５条第５項第３号に規定する減額 



  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２２１円 

  イ １８歳以上被保険者均等割 

    １８歳以上被保険者１人につき １８円 

ウ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １４６円 

   (イ) 特定世帯 ７３円 

   (ウ) 特定継続世帯 １１０円 

１１ 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額賦課 

 ⑴ 条例第２５条の３第１項に規定する賦課額 

被保険者均等割 未就学児１人につき ５５１円 

 ⑵ 条例第２５条の３第５項に規定する賦課額 

  ア 被保険者均等割 条例第２５条第１項第１号に規定する世帯における

未就学児１人につき １６５円 

  イ 被保険者均等割 条例第２５条第１項第２号に規定する世帯における

未就学児１人につき ２７６円 

  ウ 被保険者均等割 条例第２５条第１項第３号に規定する世帯における

未就学児１人につき ４４１円 

 ⑶ 条例第２５条の５第１項に規定する賦課額 

   被保険者均等割 １８歳未満被保険者１人につき ０円 

   



 

 

津市告示第７６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項及び第３項の規定に基

づき、次のように道路を廃止した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

整理番号 路 線 名 
起  点 重要な 

経過地 
備考 

終  点 

２２９６ 一身田平野第５号線 
津市一身田平野 

 一部廃止 
津市一身田平野 

２３０９ 
志登茂園団地一身田

平野線 

津市一身田平野 
 一部廃止 

津市一身田平野 

 

 



津市北消防署

一
般
県
道
草
生
窪
田
津
線

高田本山駅

2296

準
用
河
川
毛
無
川

▲

終点

凡　例

起点(廃止範囲)

………

二
級
河
川
志
登
茂
川



津市北消防署

一
般
県
道
草
生
窪
田
津
線

高田本山駅

二
級
河
川
志
登
茂
川

2309

▲

準
用
河
川
毛
無
川

起点

凡　例

（廃止範囲）終点

………



 

津市告示第７７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項及び第２項の規定に基づ

き、次のように市道の路線を認定したので、同法第９条の規定により告示する。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

 

 

記 

整理番号 路 線 名 
起  点 重要な 

経過地 終  点 

４３８２ 桜田町第１３号線 
津市桜田町 

 
津市桜田町 

２６２６ 野村７８号線 
津市久居野村町 

 
津市久居野村町 

２６２７ 東鷹跡２２号線 
津市久居東鷹跡町 

 
津市久居東鷹跡町 

２６２８ 本町３号線 
津市久居本町 

 
津市久居本町 

２６２９ 川方里中２８号線 
津市川方町 

   
津市川方町 

７５５２ みのりヶ丘３２号線 
津市一志町みのりヶ丘 

 
津市一志町みのりヶ丘 

２６６１ 一身田平野第１５号線 
津市一身田平野 

 
津市一身田平野 

２６６２ 一身田平野第１６号線 
津市一身田平野 

 
津市一身田平野 

 

 

 

 



起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

三重県立津高等学校

津市立新町小学校

一般国道１６３号

▲

43
82



起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

津市立　
 立成小学校

一
般
国
道
１
６
５
号

一
般
国
道
２
３
号
中
勢
バ
イ
パ
ス

▲2
62

6



起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

▲
2627

主要地方道松阪久居線

津市久居老人福祉センター

津市立誠之小学校

三重県立久居農林高等学校

津市久居アルスプラザ



津市久居公民館

2628

▲

主
要
地
方
道
松
阪
久
居
線

津市こべき保育園

起点 終点

凡　例

：開発区域

▲



起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

▲26
29

津市こべき保育園

主
要
地
方
道
松
阪
久
居
線



一
級
河
川
波
瀬
川

JR名
松
線

伊
勢
八
太
駅

起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

7552

▲



高
田
本
山
駅

26
6
1

▲

起点 終点

凡　例

▲



高
田
本
山
駅

2662

▲

起点 終点

凡　例

▲



津市告示第７８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように市道路線の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

整理番号 路線名 区域決定の区間 
延長(ｍ) 

幅員(ｍ) 

４３８２ 桜田町第１３号線 
津市桜田町２０番２６地先から 

津市桜田町２０番２４地先まで 

36.9 

6.0～13.1 

２６２６ 野村７８号線 

津市久居野村町字八丁７７６番

４地先から津市久居野村町字八

丁７６９番１１地先まで 

148.9 

6.0～11.2 

２６２７ 東鷹跡２２号 線 

津市久居東鷹跡町２７９番３

地先から津市久居東鷹跡町２

７９番９地先まで 

30.7 

5.0～9.2 

２６２８ 本町３号線 

津市久居本町１５８２番８地

先から津市久居本町１５８２

番７地先まで 

30.7 

5.0～9.0 

２６２９ 川方里中２８号線 

津市川方町字里ノ内４２２番２

４地先から津市川方町字里ノ内

４２２番２３地先まで 

24.3 

6.0～10.0 

７５５２ みのりヶ丘 ３２号線 

津市一志町みのりヶ丘１１５

番４３１地先から津市一志町

みのりヶ丘１２６番１１０地

先まで 

713.4 

6.5～9.0 

２６６１ 
一身田平野 第１５

号線 

津市一身田平野字平野５０４番

地先から津市一身田平野字北浦

３３３番１地先まで 

192.1 

2.0～4.7 

２６６２ 
一身田平野 第１６

号線 

津市一身田平野字平野５３１番

２地先から津市一身田平野字平

野５０８番地先まで 

74.2 

2.2～5.3 



起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

三重県立津高等学校

津市立新町小学校

一般国道１６３号

▲

43
82



市
道

 桜
田

町
第

3
号

線

(
津

市
)｢
42
条

1項
1
号

道
路

｣

市
道

 桜
田

町
第

4
号

線
T
.
3

C
R

T
.
2
-
1

+
1
6
.
8
6

終
点

起
点

(新
)最

小
6.
0ｍ

(新
)
最

大
1
3.

1
ｍ





起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

津市立　
 立成小学校

一
般
国
道
１
６
５
号

一
般
国
道
２
３
号
中
勢
バ
イ
パ
ス

▲2
6
2
6



起
点

終
点

(新
)
最
小
6.
0
ｍ

(新
)
最

大
1
1.

2ｍ







起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

▲
2627

主要地方道松阪久居線

津市久居老人福祉センター

津市立誠之小学校

三重県立久居農林高等学校

津市久居アルスプラザ



R
C

Z
C
3

Z
1
0

Q
1
0

Z
R
7

Q
1
1

6
3
1

(新
)最

大
9
.2

ｍ

起
点

終
点

(
新

)
最

小
5
.
0ｍ





津市久居公民館

2628

▲

主
要
地
方
道
松
阪
久
居
線

津市こべき保育園

起点 終点

凡　例

：開発区域

▲



起
点

終
点

(
新

)最
大
9
.
0
ｍ

(
新
)
最

小
5
.
0
ｍ





起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

▲26
29

津市こべき保育園

主
要
地
方
道
松
阪
久
居
線



市
道

川
方

里
中
5
号
線

(
4
2
条

2項
)

1:
1.

8

1:
1.
8

1:1.8

1:1.8

1:1.8

(新
)最

小
6
.0
ｍ

(
新

)
最

大
1
0
.
0ｍ

起
点

終
点





一級河川波瀬川

JR名
松
線

伊
勢
八
太
駅

起点 終点

凡　例

：開発区域

▲

7552

▲



7

7

起
点

終
点

(新
)
最

大
９

.
０

ｍ

(新
)
最

小
6
.5
ｍ













高
田
本
山
駅

26
6
1

▲

起点 終点

凡　例

▲



起点

終点

(新)最小2.0ｍ

(新)最大4.7ｍ











高
田
本
山
駅

2662

▲

起点 終点

凡　例

▲



起
点

終
点

(
新
)
最

小
2.

2
ｍ

(
新

)
最

大
5.

3
ｍ





 

 

津市告示第７９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように市道路線の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

路線名 ２２９６ 一身田平野第５号線 

 

 

 

路線名 ２３０９ 志登茂園団地一身田平野線 

 

 

 

路線名 ２２９４ 一身田平野常盤橋線 

 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

津市一身田平野字巽ノ角５５２番１地先から      

津市一身田平野字北浦３３９番地先まで 
旧 

1.5～

3.7 
354.8 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

津市一身田平野字町長３８１番３地先から 

津市一身田平野字平野５０８番地先まで 
旧 

2.2～

7.5 
175.2 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

津市一身田平野字地蔵堂２９８番２地先から 

津市一身田平野字松ノ下２４１番１地先まで 
旧 

2.5～

7.5 
236.0 



 

 

路線名 ２２９８ 一身田平野第７号線 

 

 

 

路線名 １２ 新横山目細線 

 

 

 

路線名 １０４０ 内多清水ヶ丘線 

 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

津市一身田平野字平野垣内５７９番１地先から 

津市一身田平野字平野垣内６０５番５地先まで 
旧 

2.5～

3.5 
154.5 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

津市芸濃町椋本字殿町４３０地先から 

津市芸濃町椋本字横山６７８１番地先まで 
旧 

0.0～

10.9 
240.0 

津市芸濃町椋本字殿町４３０地先から 

津市芸濃町椋本字横山６７８１番地先まで 
新 

0.0～

20.4 
240.0 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

津市安濃町太田字南１９８６－１地先から 

津市安濃町清水字北浦１３７６－１地先まで 
旧 

7.4～

22.5 
483.0 

津市安濃町太田字南１９８６－１地先から 

津市安濃町清水字北浦１３６７－１地先まで 
新 

7.4～

22.5 
483.0 



津市北消防署

一
般
県
道
草
生
窪
田
津
線

高田本山駅

2296

準
用
河
川
毛
無
川

▲

二
級
河
川
志
登
茂
川

起点 （区域変更範囲） 終点

凡　例



起点

終点

（旧）最小　1.5ｍ

（旧）最大　4.7ｍ

１．５ｍ～３．７ｍ

３５４．８ｍ













津市北消防署

一
般
県
道
草
生
窪
田
津
線

高田本山駅

二
級
河
川
志
登
茂
川

2309

▲

準
用
河
川
毛
無
川

起点 （区域変更範囲） 終点

凡　例



起
点

終
点

（
旧

）
最
小

　
2
.
2
ｍ

（
旧

）
最

大
　
7
.
5
ｍ







▲

準
用
河
川
毛
無
川

2294

津市立一身田中学校

二
級
河
川
志
登
茂
川

起点 （区域変更範囲） 終点

凡　例



起
点

終
点

（
旧

）
最
小

　
2
.
5
ｍ

（
旧
）

最
大

　
7
.5
ｍ









準
用
河
川
毛
無
川

近
鉄
名
古
屋
線

▲

2298

起点 （区域変更範囲） 終点

凡　例



起
点

終
点

（
旧

）
最
大

　
3
.
5
ｍ

（
旧

）
最
小

　
2.
5ｍ





  
12
  

津市立芸濃中学校
県
道
大
山
田
芸
濃
線

横
山
池

起点 （区域変更範囲） 終点

凡　例
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